
震災後収集資料の整理・活用における
現状と課題

R6.1.8
大熊町教育委員会

令和5年度東日本大震災アーカイブシンポジウム
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1.基本情報

【位置】福島県浜通りの中央部

【気候】比較的温暖な町

【面積】78.71㎢

【人口】 （R5.10.1現在）

(1)住民票ベース 9,982人

(2) 推計人口 1,100人

町内の東北部に東京電力福島第一
原子力発電所の１号機～４号機が
所在。

福島第一原子力発電所の事故の影
響により東日本大震災後は全町避難
を余儀なくされ、現在も町内に帰還困
難区域が残る。
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• かつての名産品は梨

1.基本情報
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• かつての鮭梁場漁の風景（熊川）

1.基本情報
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1.基本情報

約半分が帰還困難区域
（特定復興再生拠点区域を含む）

約1 割弱が中間貯蔵施設
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(1)保存
震災前「民俗伝承館」収蔵資料

平成24年 国の被災ミュージアム再興事業「文化財レスキュー」
約1,700件（古文書・民俗資料等）

【搬出先】
①旧福島県立相馬女子高等学校校舎（相馬市）
②福島県文化財センター白河館「まほろん」（白河市）
※一部が福島県立博物館（会津若松市）

→把握調査
→町内保管施設整備

2.震災後「文化財」現状
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2.震災後「文化財」現状

「民俗伝承館」図書館併設 7



2.震災後「文化財」現状

8民俗伝承館 2012（平成24）年10月11日



2.震災後「文化財」現状

9民俗伝承館 2012（平成24）年10月11日



2.震災後「文化財」現状

10福島県文化財センター白河館「まほろん」 2020（令和2）年7月10日



2.震災後「文化財」現状

11福島県文化財センター白河館「まほろん」 2020（令和2）年7月10日



2.震災後「文化財」現状

12福島県立博物館（会津若松市） 2023（令和5）年2月7日



2.震災後「文化財」現状

13福島県立博物館（会津若松市） 2023（令和5）年2月7日



(1)保存
震災後：「文化財」レスキュー

平成24年 ・長者原じゃんがら念仏太鼓踊り衣装
（町指定無形民俗文化財）
・熊字滑津の泉家修験関係資料

平成28年 ・町として個人文化財レスキュー事業開始
60箇所以上 1,200件超を収集

【搬出先】
①大野小学校／「民俗伝承館」（当時は帰還困難区域）
②総合体育館（帰還困難区域）
→把握調査
→町内保管施設整備

2.震災後「文化財」現状
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清水JV資料 熊川集会所資料

2.震災後「文化財」現状



2.震災後「文化財」現状

「大野小学校」へ一時保管される「文化財」レスキュー資料 2020（令和2）年8月6日
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電気不通
温湿度環境不適

遮光なし 梱包のまま



2.震災後「文化財」現状

再度「民俗伝承館」へ一時保管される「文化財」レスキュー資料 2018（平成30）年1月8日
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汚損品



2.震災後「文化財」現状

総合体育館 ジム 2021（令和3）年11月12日

電気不通
温湿度環境不適

遮光なし

梱包のまま
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2.震災後「文化財」現状

総合体育館 アリーナ

電気不通
温湿度環境不適

遮光なし 梱包のまま
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2.震災後「文化財」現状

総合体育館 会議室

電気不通
温湿度環境不適

遮光なし 梱包のまま
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2.震災後「文化財」現状

総合体育館 廊下

電気不通
温湿度環境不適

暗室 梱包のまま
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カビ害
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2.震災後「文化財」現状

収集 所蔵・所有

移動

備考1回目 2回目

年 場所 年 場所

震災前

民俗伝承館

2012

旧福島県立相馬
女子高等（相馬

市）
2013

福島県文化財セ
ンター白河館「まほ
ろん」（白河市）

町
企業
団体
個人

福島県立博物館
(会津若松市）

2024
総合体育館
（予定）

主に考古資料。
厳密な温湿度
管理が必要な
資料が少ない。

震災後

2012
大野小学校
「民俗伝承館」

2021 総合体育館

2020
公民館

（2024年解体予
定）

2024 ???
主に文書。温
湿度管理が必
要。
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2.震災後「文化財」現状

(1)保存
震災後：帰還困難区域の「文化財」
中間貯蔵施設内資料

No 名称 地区 内容 適用

1 石造物 夫沢・熊川等
熊町虚空蔵碑・庚申塔・
馬頭観音塔・地蔵・墓域等

一部は町内の旧総合体育館にレス
キューするも、現地に残置されているもの
も多数

2
震災の影響を受
けたが残る建造

物
夫沢・熊川等

①ヒラメ栽培センター等
②小学校・民家等

①地震・津波による直接被害を受けた
もの
②残置されたままのもの

3
震災や開発工事
でなくなった建造
物

熊川 海津見神社

津波により基礎以外がほぼ散在。
護岸工事による消失前に残存物の写
真・測量記録し、鳥居の一部などを保
存（熊川内の民地）。

4
中間貯蔵のため
の開発工事

夫沢等
除染土貯蔵プラント・
工事用道路

町の復興の歴史



2.震災後「文化財」現状

熊町虚空蔵碑（夫沢）

塙家馬頭観音（夫沢）
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帰還困難区域（中間貯蔵施設内）



2.震災後「文化財」現状

地蔵（夫沢）

墓域（夫沢）
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帰還困難区域（中間貯蔵施設内）



県水産種苗研究所跡地（夫沢） 志賀家住宅（夫沢）
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2.震災後「文化財」現状

帰還困難区域（中間貯蔵施設内）



（2017年5月19日撮影） （2022年12月9日撮影）

2.震災後「文化財」現状2.震災後「文化財」現状

帰還困難区域（中間貯蔵施設内）
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(2)新たな方針

2.震災後「文化財」現状

大川原地区の石田家住宅(R1)・渡部家住宅(R3)を国登録有
形文化財（建造物）へ

歴史的
価値

相馬中村藩境域警護移民の住宅（在郷給人）

特別な
価値

震災後建物の解体が進む町内において、近世・近代からの歴史
を伝える重要な建物
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渡部家住宅（国登録有形文化財）

2.震災後「文化財」現状

石田家住宅（国登録有形文化財）
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整備費用目処なく
未活用



(2)新たな方針

2.震災後「文化財」現状

「大熊町アーカイブズ事業に関する提言書」
（令和元年8月）

基本理念
・大熊町のDNAを残す
・大熊の新しい文化を紡ぐ
・主張や思いを支える事実を提供する

内容
保全・収集・活用の対象として「歴史資料」や「公文
書」等とともに 「震災資料」が位置づけられる
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体制がなく・
措置ができて
いない

必要十分なリ
ストではない



(2)新たな方針

2.震災後「文化財」現状

福島県文化財保存活用大綱（令和２年３月 ）による
市町村別の特色ある関連文化財群（大熊町）

タイトル 東日本大震災と原発事故による生活環境の移り変わり

説明

２０１１年３月当町は、東日本大震災と原発事故により全町避難を
余儀なくされ、町民の生活環境は大きく変化した。当町の生活環境の
変化を歴史的に捉えることは、災害と生活を考えるうえで極めて重要で
あり、人類の歩みにも関わる重大なテーマといえる。
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(2)新たな方針

2.震災後「文化財」現状
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含まれる文化財 類型

①大平遺跡

周知の遺跡、埋蔵文化財
②砂出遺跡
③南沢遺跡
④道平遺跡

⑤荒家住宅四脚門 未登録・未指定の建造物

⑥石田家住宅（国登録）
国登録の建造物

⑦渡部家住宅（国登録）
⑧中野家資料 未登録・未指定の古文書

⑨大野林用手押軌道跡 未登録の遺跡、埋蔵文化財

⑩百万遍塔 未登録・未指定の石造物
⑪遍照寺

未登録・未指定の「文化財」
⑫中間貯蔵施設建設用地内神社群
⑬中間貯蔵施設建設用地内石仏群
⑭震災・原発事故関連アーカイブズ資料群
⑮熊川稚児鹿舞（町指定）

町指定の無形民俗文化財
⑯長者原じゃんがら念仏太鼓踊り（町指定）

福島県文化財保存活用大綱（令和２年３月 ）による
市町村別の特色ある関連文化財群（大熊町）

体制がなく・
措置ができて
いない

必要十分なリ
ストではない



3. 整理・活用における課題
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保存環境

未整備

劣化

整理・研究の不足

方針

未確定

未活用

場当たり的な

収集判断

体制・措置の不足
による資料劣化

未収集資料の発生



4. 現在の活動
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(1)保存環境
インフラ未整備な環境でも、可能な限りの
環境整備を行う。

①カビ害の防止

温湿度計設置

→環境改善

（換気、採光等）

→脆弱資料の保管場所決定



4. 現在の活動

35



4. 現在の活動

36

(1)保存環境
インフラ未整備な環境でも、可能な限りの
環境整備を行う。

②虫害の防止

簡易トラップ設置

→環境改善

（掃除、部屋の密閉）

→脆弱資料の保管場所決定



4. 現在の活動
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4. 現在の活動
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(2)方針

大熊町「文化財保存活用地域計画」の策定

①措置方針策定
既存の指定登録制度や有形無形等の枠組みにとらわれない
未指定文化財の資料の保存・活用を行う
→町独自の資料を価値づける
（収集方針／保存方法／活用方法等）

②体制整備
・平時は地区で管理・修繕していくものが残置され朽ちていく
→住民不在の特殊な環境で町・住民が果たす役割を規定する



5. 今後の予定
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2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

復興計画第3次（町）※予定

構
想

計画 施工

社会教育複合施設整備

文化財保存活用地域計画

協議会
(策定)

計画策定
認
定

第1次計画実施（10年）

協議会(実施管理）

開
館






